
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
圧縮機（１）、凝縮器、減圧機構及び蒸発器を有して冷凍サイクルを形成する冷媒回路と
、給湯用の貯湯タンク（２１）と、浴槽（４２）と、上記冷凍サイクル中の凝縮器として
機能する給湯用熱交換器（１２）を用いて上記貯湯タンク（２１）内の湯水を加熱する給
湯水加熱手段と、上記冷凍サイクル中の凝縮器として機能する風呂用熱交換器（１１）を
用いて上記浴槽（４２）内の湯水を加熱する浴槽水加熱手段と、ユーザによって操作され
て風呂運転指令信号を出力する風呂運転スイッチ（１７）と、上記風呂運転指令信号出力
下で浴槽水温が設定温度未満であるときに風呂加熱要求信号を出力する浴槽水温検知手段
（５０）と、設定温度以上の湯水が基準貯湯量に満たないときに給湯加熱要求信号を出力
する給湯水監視手段（ＲＴＨ１～ＲＴＨ３）と、上記風呂加熱要求信号のみが入力された
ときは上記浴槽水加熱手段を作動させ、上記給湯加熱要求信号のみが入力されたときは上
記給湯水加熱手段を作動させ、上記風呂加熱要求信号及び給湯加熱要求信号の双方が入力
されたときは上記浴槽水加熱手段を優先して作動させる制御手段（１５）とを備え、さら
に、上記風呂運転指令信号出力時には上記基準貯湯量を低量側に切換える基準貯湯量切換
手段を備えたことを特徴とするヒートポンプシステム。
【請求項２】
上記給湯水加熱手段は、上記貯湯タンク（２１）内の湯水を上記給湯用熱交換器（１２）
を通して循環流通させ得る給湯水循環路（２２）と、その作動により給湯水循環路（２２
）に貯湯タンク（２１）内の湯水を流通させる給湯水循環ポンプ（２３）とを備え、また
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上記浴槽水加熱手段は、上記浴槽（４２）内の湯水を上記風呂用熱交換器（１１）を通し
て循環流通させ得る浴槽水循環路（４３）と、その作動により浴槽水循環路（４３）に浴
槽（４２）内の湯水を流通させる浴槽水循環ポンプ（４４）とを備え、さらに上記給湯用
熱交換器（１２）と風呂用熱交換器（１１）とは、上記冷媒回路内で直列に接続されてい
ることを特徴とする請求項１のヒートポンプシステム。
【請求項３】
上記給湯水監視手段は、設定温度未満になると検知信号を出力する複数個の水温検知手段
（ＲＴＨ１～ＲＴＨ３）を上記貯湯タンク（２１）の異なる高さに配置して成り、上記基
準貯湯量切換手段は、基準貯湯量に応じていずれか１つの水温検知手段の検知信号を選択
して給湯加熱要求信号とし、風呂運転指令信号出力時には、当該風呂運転指令信号の非出
力時に選択する水温検知手段よりも高い位置に配置された水温検知手段を選択することを
特徴とする請求項１又は請求項２のヒートポンプシステム。
【請求項４】
上記基準貯湯量切換手段は、風呂運転指令信号出力時には、最上位に配置された水温検知
手段（ＲＴＨ３）を選択することを特徴とする請求項３のヒートポンプシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、給湯用の貯湯タンクと浴槽とを備えたヒートポンプシステムに関するもので
ある。
【０００２】
【従来の技術】
上記のようなヒートポンプシステムの従来例としては、例えば特開昭６２－２６１８７１
号公報に記載のものを挙げることができる。そして図４は、上記従来のヒートポンプシス
テムの冷媒回路図である。同図において１０１は圧縮機であり、この圧縮機１０１の吐出
配管１０２と吸入配管１０３とはそれぞれ四路切換弁１０４に接続されている。また上記
吐出配管１０２には第１電磁弁１０６が、上記吸入配管１０３にはアキュムレータ１０７
がそれぞれ介設されている。上記四路切換弁１０４には第１ガス管１０８と第２ガス管１
０９とが接続されているが、上記第１ガス管１０８は室外熱交換器１１０に接続され、ま
た上記第２ガス管１０９はヘッダー１１１に接続されている。また上記室外熱交換器１１
０には第１液管１１３が接続され、そしてこの第１液管１１３は受液器１１４に接続され
ると共に、その途中には第１膨張弁１１５が介設されている。上記受液器１１４には、第
２液管１１６の一端が接続されているが、この第２液管１１６の他端と上記第２ガス管１
０９との間には４本の分岐冷媒配管１１８ａ・・１１８ｄが互いに並列に接続され、その
うちの一つの分岐冷媒配管１１８ｄには風呂用熱交換器１２１と第２膨張弁１２０ｄとが
、また残りの各分岐冷媒配管１１８ａ、１１８ｂ、１１８ｃにはそれぞれ室内熱交換器１
１９ａ、１１９ｂ、１１９ｃと第２膨張弁１２０ａ、１２０ｂ、１２０ｃとが介設されて
いる。また同図において１２８は浴槽であり、１２８ａは循環用ポンプである。
【０００３】
一方、上記圧縮機１０１の吐出配管１０２には、さらに第３ガス管１２２が接続されると
共に、この第３ガス管１２２には貯湯タンク１２９に浸漬された給湯用熱交換器１２３が
接続され、この給湯用熱交換器１２３は、さらに第３液管１２４によって受液器１１４に
接続されている。そして上記第３ガス管１２２には第２電磁弁１２５が、また上記第３液
管１２４にはキャピラリーチューブ１２６と逆止弁１２７とがそれぞれ介設されている。
【０００４】
上記ヒートポンプシステムの暖房及び浴槽１２８内の湯水を加熱する風呂加熱運転時には
、四路切換弁１０４を破線側に切り換え、第１電磁弁１０６を開、第２電磁弁１２５を閉
として圧縮機１０１の運転を行う。そうすると冷媒は各室内熱交換器１１９ａ、１１９ｂ
、１１９ｃ及び風呂用熱交換器１２１内にて凝縮すると共に、室外熱交換器１１０にて蒸
発する。また貯湯タンク１２９内の湯水を加熱する給湯加熱運転時には、四路切換弁１０
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４を破線側に切り換え、第１電磁弁１０６を閉、第２電磁弁１２５を開にして圧縮機１０
１の運転を行う。そうすると冷媒は給湯用熱交換器１２３内にて凝縮すると共に、室外熱
交換器１１０内にて蒸発する。さらに冷房運転は、四路切換弁１０４を実線側に切り換え
、第１電磁弁１０６を開、第２電磁弁１２５を閉にして室外熱交換器１１０側から室内熱
交換器１１９ａ、１１９ｂ、１１９ｃ側へと冷媒を循環させることによって行ない、冷房
と給湯加熱との双方を行う冷房給湯運転は、第１電磁弁１０６を閉、第２電磁弁１２５を
開、第１膨張弁１１５を閉にして圧縮機１０１を運転し、冷媒を給湯用熱交換器１２３内
にて凝縮させると共に、各室内熱交換器１１９ａ、１１９ｂ、１１９ｃ内で蒸発させて行
う。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来のヒートポンプシステムでは、冷媒回路中に室内熱交換器１１９ａ、１１９ｂ、
１１９ｃ、風呂用熱交換器１２１及び給湯用熱交換器１２３を備え、冷媒の流通経路を切
り換えることによって暖房運転、冷房運転、風呂加熱運転、給湯加熱運転等が可能に構成
されている。このうち暖房運転と冷房運転とは、それぞれ季節によっていずれか一方が行
われるものであるため、これらの運転間の切り換えに時間がかかるとしても、これによっ
て利用快適性が損われることはない。一方、風呂加熱運転や給湯加熱運転は季節を問わず
に年間を通じて行われるものである。従って風呂加熱運転と給湯加熱運転との間の運転の
切り換えを迅速に行えるようにすることは、利用快適性を向上させるという観点からする
と重要である。
【０００６】
しかし、給湯加熱運転中に風呂加熱要求があったような場合には、四路切換弁１０４の切
り換えは必要でないものの、第１電磁弁１０６及び第２電磁弁１２５の開閉を行って冷媒
の流通経路を変更しなければならない。そのため風呂加熱運転が確実に開始されるまでに
はある程度の時間を要したり、運転切換時にエネルギーロスや異音を生じたりするという
問題がある。特に風呂加熱運転は、使用者のニーズに応じて直ちに開始する必要性が高い
にも拘らず、従来のものではこのような要請に応え切れないという欠点がある。
【０００７】
さらに上記従来のヒートポンプシステムでは、上述のように冷媒の流通経路を変更するこ
とで各運転を切り換えるようになっているので、冷媒系統が複雑になるという問題があり
、これを簡素化することでコストダウンを図りたいという要求もある。
【０００８】
この発明は上記従来の欠点を解決するためになされたものであって、その目的は、風呂加
熱運転の開始を迅速に行うことが可能であり、そのため利用快適性を向上させることが可
能なヒートポンプシステムを提供することにある。さらに簡素な構成によって風呂加熱運
転と給湯加熱運転との切換えが可能なヒートポンプシステムを提供することもこの発明の
目的である。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
そこで請求項１のヒートポンプシステムは、圧縮機１、凝縮器、減圧機構及び蒸発器を有
して冷凍サイクルを形成する冷媒回路と、給湯用の貯湯タンク２１と、浴槽４２と、上記
冷凍サイクル中の凝縮器として機能する給湯用熱交換器１２を用いて上記貯湯タンク２１
内の湯水を加熱する給湯水加熱手段と、上記冷凍サイクル中の凝縮器として機能する風呂
用熱交換器１１を用いて上記浴槽４２内の湯水を加熱する浴槽水加熱手段と、ユーザによ
って操作されて風呂運転指令信号を出力する風呂運転スイッチ１７と、上記風呂運転指令
信号出力下で浴槽水温が設定温度未満であるときに風呂加熱要求信号を出力する浴槽水温
検知手段５０と、設定温度以上の湯水が基準貯湯量に満たないときに給湯加熱要求信号を
出力する給湯水監視手段ＲＴＨ１～ＲＴＨ３と、上記風呂加熱要求信号のみが入力された
ときは上記浴槽水加熱手段を作動させ、上記給湯加熱要求信号のみが入力されたときは上
記給湯水加熱手段を作動させ、上記風呂加熱要求信号及び給湯加熱要求信号の双方が入力
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されたときは上記浴槽水加熱手段を優先して作動させる制御手段１５とを備え、さらに、
上記風呂運転指令信号出力時には上記基準貯湯量を低量側に切換える基準貯湯量切換手段
を備えたことを特徴としている。
【００１０】
上記請求項１のヒートポンプシステムでは、風呂運転指令信号が出力されているときは、
貯湯タンク２１の基準貯湯量は低量側に切換えられる。従って、給湯水加熱手段の作動時
間は、上記風呂運転指令信号が出力されていないときに比べて概ね短くなる。これによっ
て、風呂加熱要求信号の出力時に貯湯タンク２１の加熱中であるという状況の発生確率が
低くなり、浴槽水温の低下に応答して直ちに風呂加熱を行うことができ、ユーザの利用快
適性が向上する。
【００１１】
また請求項２のヒートポンプシステムは、上記給湯水加熱手段は、上記貯湯タンク２１内
の湯水を上記給湯用熱交換器１２を通して循環流通させ得る給湯水循環路２２と、その作
動により給湯水循環路２２に貯湯タンク２１内の湯水を流通させる給湯水循環ポンプ２３
とを備え、また上記浴槽水加熱手段は、上記浴槽４２内の湯水を上記風呂用熱交換器１１
を通して循環流通させ得る浴槽水循環路４３と、その作動により浴槽水循環路４３に浴槽
４２内の湯水を流通させる浴槽水循環ポンプ４４とを備え、さらに上記給湯用熱交換器１
２と風呂用熱交換器１１とは、上記冷媒回路内で直列に接続されていることを特徴として
いる。
【００１２】
上記請求項２のヒートポンプシステムでは、給湯水循環ポンプ２３を作動させることによ
って給湯用熱交換器１２を凝縮器として機能させ、また浴槽水循環ポンプ４４を作動させ
ることによって風呂用熱交換器１１を凝縮器として機能させている。さらに給湯用熱交換
器１２と風呂用熱交換器１１とを冷媒回路中で直列に接続している。従って、冷媒の流通
経路を変更することなく、２つの循環ポンプ２３、４４の発停により、貯湯タンク２１内
の湯水を加熱する給湯加熱運転と、浴槽４２内の湯水を加熱する風呂加熱運転とを短時間
で切換えることができる。従って、風呂加熱要求信号が出力されたときに給湯加熱運転中
である場合でも、比較的短時間で風呂加熱運転に切換えることができるので、利用快適性
が損なわれることはない。また、冷媒の配管経路を短くかつ簡素化することができ、省ス
ペース化及びコストダウンを図ることができる。
【００１３】
さらに請求項３のヒートポンプシステムは、上記給湯水監視手段は、設定温度未満になる
と検知信号を出力する複数個の水温検知手段ＲＴＨ１～ＲＴＨ３を上記貯湯タンク２１の
異なる高さに配置して成り、上記基準貯湯量切換手段は、基準貯湯量に応じていずれか１
つの水温検知手段の検知信号を選択して給湯加熱要求信号とし、風呂運転指令信号出力時
には、当該風呂運転指令信号の非出力時に選択する水温検知手段よりも高い位置に配置さ
れた水温検知手段を選択することを特徴としている。
【００１４】
上記請求項３のヒートポンプシステムでは、貯湯タンク２１に配置された複数の水温検知
手段ＲＴＨ１～ＲＴＨ３のうちのいずれか１つの検知手段からの出力が、給湯加熱要求信
号として利用される。貯湯タンク２１内では加熱された高温の湯水は上昇するため、水温
検知手段ＲＴＨ１～ＲＴＨ３は上方のものから順番に出力を停止していくことになる。従
って、より高い位置の水温検知手段を選択すれば基準貯湯量を低量にすることができる。
即ち、基準貯湯量切換手段は、風呂運転指令信号が出力されていないときは特定の水温検
知手段（最上位のものは除く）からの出力を選択し、風呂運転指令信号が出力されている
ときは上記特定の水温検知手段よりも高い位置の水温検知手段からの出力を選択する。こ
のように簡単なハード構成で基準貯湯量を切換えることができるので、低コストで実施で
きる。また制御手段１５のソフトウエア的な負担を軽減することができる。
【００１５】
請求項４の空気調和機は、上記基準貯湯量切換手段は、風呂運転指令信号出力時には、最
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上位に配置された水温検知手段ＲＴＨ３を選択することを特徴としている。
【００１６】
上記請求項４の空気調和機では、風呂運転指令信号が出力されているときは、基準貯湯量
が最小量に設定されるので、風呂加熱要求信号の出力時に貯湯タンク２１の加熱中である
という状況の発生確率が最も低くなり、ユーザの利用快適性がより向上する。
【００１７】
【発明の実施の形態】
次にこの発明のヒートポンプシステムの具体的な実施の形態について、図面を参照しつつ
詳細に説明する。図１は、本発明の一実施の形態であるヒートポンプシステムにおける冷
媒回路図であり、図２は上記ヒートポンプシステムにおける水系統回路図である。ヒート
ポンプシステムは、室外ユニット１９と、給湯・湯張りユニット２０と、複数台の室内ユ
ニットとを備えて構成される。
【００１８】
冷媒回路は、図１に示すように圧縮機１、四路切換弁２、室外ファンを併設した室外熱交
換器３、第１膨張弁４、及びそれぞれ室内膨張弁５ａ、５ｂを備えて互いに並列に接続さ
れた室内熱交換器６ａ、６ｂを、順次に管路７ａ～７ｆで接続して構成されている。また
圧縮機１の吐出管路７ａに第１電磁弁８を介設し、この手前から第２電磁弁９を介設した
第１管路１０ａの先端を風呂用熱交換器１１の一端に接続し、風呂用熱交換器１１の他端
と給湯用熱交換器１２の一端とを第２管路１０ｂで接続し、そしてさらに給湯用熱交換器
１２の他端と第１膨張弁４に向かう管路７ｄとを第２膨張弁１３を介設した第３管路１０
ｃで接続している。また、アキュムレータ１４を、圧縮機１の吸入管路７ｆに介設してい
る。そしてこの冷媒回路は、制御手段１５によって制御される。この制御手段１５には、
操作パネル１６からの操作信号が与えられる。例えば、風呂運転スイッチ１７が操作され
ると風呂運転指令信号が出力され、また給湯運転スイッチ１８が操作されると給湯運転指
令運転信号が出力される。
【００１９】
次に図２を参照しながら、上記ヒートポンプシステムにおける水系統回路を説明する。こ
のうちまず給湯用回路について説明すると、同図において２１は貯湯タンクであり、また
１２は、冷媒回路中の凝縮器又は蒸発器として切換可能に機能する二重管式の給湯用熱交
換器である。そしてこの給湯用熱交換器１２と熱交換可能に給湯用熱交換路２２が設けら
れ、これに介設された給湯水循環ポンプ２３の作動によってその入口側２２ａから出口側
２２ｂへと湯水が流通するようになっている。また上記給湯用熱交換路２２の出口側２２
ｂは、第１三方弁２４を介して出湯管２５と出水管２６とに分岐し、貯湯タンク２１の中
間部に設けられた出湯口２７に上記出湯管２５が接続される一方、上記出湯口２７よりも
下側の位置において貯湯タンク２１に設けられた流入口２８に、上記出水管２６が接続さ
れている。一方、上記給湯用熱交換路２２の入口側２２ａは、第２三方弁２９を介して取
湯管３０と取水管３１とに分岐している。そして上記出湯口２７と流入口２８との中間位
置において貯湯タンク２１に設けられた取湯口３２に上記取湯管３０が接続される一方、
貯湯タンク２１の下端部に設けられた取水口３３に取水管３１が接続されている。また同
図において３４は給水圧を加えながら貯湯タンク２１に市水を供給する貯湯用給水配管で
あり、その貯湯タンク２１側が第３三方弁３５を介して第１給水管３６と第２給水管３７
とに分岐し、貯湯タンク２１の下端部に設けた第１給水口２８に上記第１給水管３６が接
続される一方、上記取湯口３２と流入口２８との中間位置において貯湯タンク２１に設け
られた第２給水口３９に上記第２給水管３７が接続されている。さらに貯湯タンク２１の
上端部には、給湯口４０が設けられて給湯配管４１が接続されている。そして上記の給湯
用回路は制御手段１５によって制御されるが、この制御手段１５は、ＣＰＵ（中央演算処
理装置）、メモリ、入出力インタフェース等を有するマイクロコンピュータを用いて構成
されたものである。さらに、貯湯タンク２１には、水温検知手段であるサーミスタＲＴＨ
１～ＲＴＨ３が、それぞれ異なる高さに配置されている。具体的には、サーミスタＲＴＨ
３、ＲＴＨ２、ＲＴＨ１の順で上部から下部に向かって所定の間隔をあけて配置されてい
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る。これらのサーミスタは、検知温度信号を出力するが、いずれか１つの信号が給湯加熱
要求信号として用いられる。
【００２０】
次に上記水系統のうち風呂用回路について説明すると、図２において４２は浴槽であり、
また１１は、冷媒回路中の凝縮器として機能する二重管式の風呂用熱交換器である。そし
てこの風呂用熱交換器１１と熱交換可能に風呂用熱交換路４３が設けられ、これに介設さ
れた浴槽水循環ポンプ４４の作動によってその入口側４３ａから出口側４３ｂへと湯水が
流通するようになっている。また上記風呂用熱交換路４３は、その出口側４３ｂが上記浴
槽４２に接続され、入口側４３ａが逆止弁を内蔵した第４三方弁４５を介して追焚管４６
と湯はり管４７とに分岐している。そしてこのうち追焚管４６は上記浴槽４２に接続され
、また湯はり管４７は、流入側に逆止弁を内蔵したミキシングバルブ４８の流出側に接続
されている。そしてこのミキシングバルブ４８の流入側には、給水配管３４から分岐した
風呂用給水配管（図示せず）と、給湯配管４１から分岐した給湯支管４９とが接続されて
いる。さらに、浴槽４２内には、浴槽水温検知手段であるサーミスタ５０が配置されてい
る。サーミスタ５０は、上記風呂運転指令信号出力下で、浴槽水温が設定温度未満である
ときに風呂加熱要求信号を出力する。またこの風呂用回路も、上記制御手段１５によって
制御される。
【００２１】
次に上記構成のヒートポンプシステムの運転動作のうち、給湯加熱運転及び風呂加熱運転
について説明する。この場合に制御手段１５は、冷媒回路に対して次のような制御を行う
。すなわち図１に示す四路切換弁２を破線で示す通路側に切り換え、第１電磁弁８を閉弁
し、第２電磁弁９を開弁する。また第１膨張弁４を全開とする一方で各室内膨張弁５ａ、
５ｂを全閉とし、そして第２膨張弁１３に対しては、その運転状態によって開度調整を行
う。
【００２２】
一方、水系統回路に対しては次のような制御を行う。まず給湯用回路の制御には２通りが
ある。一つは貯湯タンク２１の上端側にだけ温湯を貯溜する制御であり、図２に示す第１
三方弁２４を実線側に、そして第２三方弁２９と第３三方弁３５とを破線側に切り換える
。従ってこの場合は、取湯管３０、給湯用熱交換路２２及び出湯管２５によって給湯水循
環路が構成される。また他の一つは貯湯タンク２１の全体に温湯を貯溜する制御であり、
同図に示す第１三方弁２４を破線側に、そして第２三方弁２９と第３三方弁３５とを実線
側に切り換える。従ってこの場合は、取水管３１、給湯用熱交換路２２及び出水管２６に
よって給湯水循環路が構成される。さらに風呂用回路については、第４三方弁４５を実線
側に切り換え、風呂用熱交換路４３と追焚管４６とによって浴槽水循環路を構成する。
【００２３】
さて上記ヒートポンプシステムにおいて給湯加熱運転を行う場合は、上記冷媒回路におい
て圧縮機１を駆動し、また水系統回路においては給湯水循環ポンプ２３を作動させる一方
、浴槽水循環ポンプ４４を停止させたままとする。すると給湯用熱交換器１２と風呂用熱
交換器１１のうち給湯用熱交換器１２のみで冷媒と水との間の熱交換が行われ、冷媒回路
中においてこの給湯用熱交換器１２が凝縮器として機能すると共に室外熱交換器３が蒸発
器として機能し、第２膨張弁１３が減圧機構として機能して冷凍サイクルが形成される。
そしてこのような運転を継続することによって、貯湯タンク２１内に温湯が貯溜されるこ
とになる。一方、風呂加熱運転を行う場合は、上記冷媒回路において圧縮機１を駆動し、
また水系統回路においては給湯水循環ポンプ２５を停止させたままとする一方、浴槽水循
環ポンプ４５を作動させる。すると給湯用熱交換器１２と風呂用熱交換器１１のうち風呂
用熱交換器１１のみで冷媒と水との間の熱交換が行われ、冷媒回路中においてこの風呂用
熱交換器１１が凝縮器として機能すると共に室外熱交換器３が蒸発器として機能し、第２
膨張弁１３が減圧機構として機能して冷凍サイクルが形成される。そしてこのような運転
を継続することによって、浴槽４２の追い焚きが行われることになる。ところで制御手段
１５は、上述のように給湯水循環ポンプ２３と浴槽水循環ポンプ４４とに対し、その双方
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が同時に作動することのないように制御している。従って給湯加熱要求と風呂加熱要求と
が重複した場合には、いずれか一方を他方に優先させなければならない。そこで上記制御
手段１５は、給湯水循環ポンプ２３に優先して浴槽水循環ポンプ４４の作動を許可し、給
湯加熱要求よりも風呂加熱要求を優先させるようにしている。なお図２における風呂用回
路の第４三方弁４５を破線側に切り換えて浴槽水循環ポンプ４４を作動させると、浴槽４
２のたし湯を行うことができる。
【００２４】
図３は、制御手段１５の制御動作を説明するためのフローチャートである。このフローチ
ャートは、図１に示す給湯運転スイッチ１８が操作されて給湯運転指令信号が制御手段１
５に入力され、貯湯タンク２１の給湯運転が行われている状況下で実行される制御であり
、所定の時間間隔で割込み処理によって実行される。
【００２５】
ステップＳ１では、図１に示す風呂運転スイッチ１７がＯＮであるか否か、即ち風呂運転
指令信号が入力されているか否かが判断される。判断が肯定であればステップＳ２に進み
、浴槽４２内のサーミスタ５０がＯＮであるか否か、即ち浴槽水温が設定温度未満である
か否かが判断される。判断が肯定であればステップＳ３に進み、浴槽水循環ポンプ４４を
作動させて風呂加熱運転を実行する。このとき、給湯加熱運転が実行されていた場合は、
給湯水循環ポンプ２３を停止して給湯加熱運転を終了させてから風呂加熱運転を開始する
。尚、既に風呂加熱運転が実行されていた場合は、そのまま実行する。
【００２６】
上記ステップＳ２の判断が否定であればステップＳ４に進む。このとき風呂加熱運転が実
行されていたときは、運転を停止させる。ステップＳ４では、サーミスタＲＴＨ３の検知
水温ＤＴＨ３が設定温度ＤＳＥＴ以下であるか否かが判断される。判断が肯定であればス
テップＳ５に進み、給湯加熱運転を実行する。尚、既に給湯加熱運転が実行されていた場
合は、そのまま続行する。ステップＳ４の判断が否定であれば処理を終了するが、給湯加
熱運転が実行されていた場合は、運転を停止させる。
【００２７】
また上記ステップＳ１の判断が否定であれば、ステップＳ６に進む。ステップＳ６では、
現在時刻が深夜時間帯に含まれるか否かが判断される。この深夜時間帯は、電力料金が安
い時間帯に選ばれる。判断が否定であればステップＳ７に進み、サーミスタＲＴＨ２の検
知水温ＤＴＨ２が設定水温ＤＳＥＴ以下であるか否かが判断される。判断が肯定であれば
ステップＳ８に進み、給湯加熱運転を実行する。尚、既に給湯加熱運転が実行されていた
場合は、そのまま続行する。ステップＳ７の判断が否定であれば処理を終了するが、給湯
加熱運転が実行されていた場合は運転を停止させる。
【００２８】
また上記ステップＳ６の判断が肯定であればステップＳ９に進み、サーミスタＲＴＨ１の
検知水温ＤＴＨ１が設定水温ＤＳＥＴ以下であるか否かが判断される。判断が肯定であれ
ば上記ステップＳ８に進んで同様の処理を実行し、判断が否定であれば上述と同様にして
処理を終了する。
【００２９】
以上のように本実施の形態によれば、風呂運転指令信号が出力されているときは、貯湯タ
ンク２１の基準貯湯量は最低量に設定される。従って、給湯加熱運転時間は、風呂運転指
令信号が出力されていないときに比べて短くなる。これによって、風呂加熱要求信号が出
力されて風呂加熱運転が要求されたときに給湯加熱運転を実行しているという状況の発生
確率が低くなり、浴槽水温の低下に応答して直ちに風呂加熱を行うことができ、浴槽水温
を常に一定温度に保つことができ、ユーザの利用快適性が向上する。
【００３０】
また、冷媒の流通経路を変更することなく、２つの循環ポンプ２３、４４の発停だけで、
給湯加熱運転と風呂加熱運転とを短時間で切換えることができる。従って、給湯加熱運転
中に風呂加熱要求信号が出力された場合でも、比較的短時間で風呂加熱運転に切換えるこ
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とができるので、利用快適性が損なわれることはない。さらに、風呂用熱交換器１１と給
湯用熱交換器１２とを冷媒回路中で直列に接続して一体的にユニットとして構成したので
、冷媒の配管経路を短くかつ簡素化することができる。これによって、省スペース化及び
コストダウンを図ることができると共に、据付工事の簡素化も図ることが可能になる。
【００３１】
以上にこの発明の具体的な実施の形態について説明したが、この発明は上記形態に限定さ
れるものではなく、この発明の範囲内で種々変更して実施することができる。例えば、風
呂用熱交換器１１と給湯用熱交換器１２とは直列接続の場合に限らず、図４に示す従来例
のように並列接続であってもよい。また、貯湯タンク２１の基準貯湯量の検出は、サーミ
スタＲＴＨ１～ＲＴＨ３によるものに限らず、貯湯タンク２１からの出湯量と給湯用熱交
換路２２への取水量（給湯用熱交換器１２で熱交換された湯水量）との差に基づいて求め
るようにしても良い。
【００３２】
【発明の効果】
以上のように請求項１のヒートポンプシステムによれば、風呂加熱要求信号が出力された
ときに貯湯タンクの加熱中であるという状況の発生確率が低くなり、浴槽水温の低下に応
答して直ちに風呂加熱を行うことができ、ユーザの利用快適性が向上する。
【００３３】
また請求項２のヒートポンプシステムによれば、２つの熱交換器を冷媒回路中で直列に接
続したので、給湯加熱運転から風呂加熱運転への切換えを短時間で行うことができると共
に、冷媒の配管経路を短くかつ簡素化することができる。これによって、利用快適性を損
なうことなく、省スペース化及びコストダウンを図ることができると共に、据付工事の簡
素化も図ることが可能になる。
【００３４】
さらに請求項３のヒートポンプシステムによれば、比較的簡単なハード構成で基準貯湯量
を切換えることができるので、低コストで実現できると共に制御手段のソフトウエア的な
負担を軽減することができる。
【００３５】
請求項４のヒートポンプシステムによれば、風呂加熱要求信号が出力されたときに貯湯タ
ンクの加熱中であるという状況の発生確率が最も低くなり、ユーザの利用快適性がより向
上する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態であるヒートポンプシステムの冷媒回路図である。
【図２】上記ヒートポンプシステムの水系統回路図である。
【図３】上記ヒートポンプシステムの制御動作を示すフローチャートである。
【図４】従来例のヒートポンプシステムの冷媒回路図である。
【符号の説明】
１　圧縮機
１１　風呂用熱交換器
１２　給湯用熱交換器
１５　制御手段
１７　風呂運転スイッチ
２１　貯湯タンク
２２　給湯用熱交換路
２３　給湯水循環ポンプ
４２　浴槽
４３　風呂用熱交換路
４４　浴槽水循環ポンプ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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